
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

所

在

地

指
定
を
し
た
日

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

解
除
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
一
部
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

特
殊
車
両
通
行
許
可
不
要
指
定
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

〇
人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
知
事
の
事
務
部
局
の
部
の
本
庁
の
項
中
「
、
局
長
（
行
政
職
九
級
の
職
に
あ
る
も
の
）
」
を

削
り
、
「
理
事
」
の
下
に
「
、
局
長
（
行
政
職
九
級
の
職
に
あ
る
も
の
）
」
を
加
え
、
同
部
の
こ
ど
も
・
女

性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
室
長
」
の
下
に
「
、
参
事
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
も

の
）
」
を
加
え
、
同
部
の
児
童
相
談
所
の
項
中
「
次
長
」
の
下
に
「
、
参
事
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
職

に
あ
る
も
の
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
知
事
部
局
の
部
の
保
健
所
の
項
中
「
所
長
」
の
下
に
「
、
副
所
長
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

目

次

令

和

六

年

（ 金 曜 日 ）

第
五
二
一
号

六
月
二
十
八
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
人
事
委
規
則
・
告
示
）

一



三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番
十

五
号

令
六
・

四
・

一

株
式
会
社
大
分
カ
ー
ド

大
分
市
中
央
町
二
丁
目
九
番
二
十
二
号

〃

株
式
会
社
エ
ム
・
ピ
ー
・
ソ
リ
ュ

ー
シ
ョ
ン

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
十
番
四
号
オ
ー

ク
ラ
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
タ
ワ
ー
八
階

〃

Ｓ
Ｂ
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号
東
京
ポ

ー
ト
シ
テ
ィ
竹
芝
オ
フ
ィ
ス
タ
ワ
ー

〃

株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
丁
目
五
番
七
号

デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ト
ビ
ル
十
階

〃

モ
バ
イ
ル
ク
リ
エ
イ
ト
株
式
会
社

大
分
市
東
大
道
二
丁
目
五
番
六
十
号

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
六
・

六
・
一
三

映

画

女
ま
み
れ

本
番
は
い
り
ま
す

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

淫
情

義
母
と
三
兄
妹

新
東
宝
映
画

〃

〃

Ｅ
カ
ッ
プ
の
女

豊
熟

新
東
宝
映
画

〃

〃

巨
乳
令
嬢

何
度
も
イ
カ
さ
れ
た
い

オ
ー
ピ
ー
映
画

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

二

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
使
用
料
、
手
数
料
、
財
産
収
入
及
び
諸
収
入

三

指
定
期
間

指
定
を
し
た
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

大
分
市
大
字
木
佐
上
字
赤
井
三
一
三
六
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
一
三
六
番

三
、
大
字
志
生
木
字
中
谷
一
一
七
六
番
一
・
一
一
七
六
番
一
二
か
ら
一
一
七
六
番
一
四
ま
で
（
以
上
四

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

３

解
除
の
理
由

林
道
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局

並
び
に
大
分
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

臼
杵
市
大
字
佐
志
生
字
有
屋
二
四
九
六
番
一
・
二
四
九
九
番
三
・
二
四
九
九
番
六
・
二
四
九
九
番

九
・
字
椿
ケ
尾
五
一
五
〇
番
二
・
五
一
五
〇
番
四
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

３

解
除
の
理
由

林
道
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局

並
び
に
臼
杵
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

二



知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業
区
分

現
行
水
準

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
区
分

四
・
四
ト
ン

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業
区
分

七
・
三
ト
ン

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

県
道
宝
珠
山

日
田
線

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
〇

番
二
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
〇

番
一
地
先
ま
で

前

九
・
五

〜

三
・
七

四
七
・
七

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
〇

番
二
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
二
八

番
四
ま
で

後

一
五
・
〇

〜

四
・
三

四
七
・
七

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
一

番
三
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
二

番
地
先
ま
で

前

一
一
・
二

〜

四
・
四

七
三
・
二

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
一

番
三
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
三

番
七
ま
で

後

一
四
・
一

〜

四
・
四

七
三
・
二

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
六
管
理
年
度
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
知

事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
六
管
理
年
度
（
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
七
年

六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区

分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

現
行
水
準

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
（
令
和
六
年
大
分
県
告
示
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

第
一
及
び
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区

分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

四
・
四
ト
ン

第
二

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区

分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

七
・
三
ト
ン

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
ヲ
ニ
キ
一
四

七
〇
番
四
地
内

前

四
・
七

〜

三
・
九

六
三
・
二

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
ヲ
ニ
キ
一
四

七
〇
番
三
地
内

後

八
・
〇

〜

四
・
五

六
三
・
二

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

県
道
小
川
穴

井
迫
線

竹
田
市
大
字
川
床
字
蒟
蒻
二
七
番
三

か
ら

竹
田
市
大
字
川
床
字
蒟
蒻
六
番
二
ま

で

前

一
一
・
〇

〜

六
・
五

一
四
七
・
七

竹
田
市
大
字
川
床
字
蒟
蒻
二
七
番
五

か
ら

竹
田
市
大
字
川
床
字
蒟
蒻
六
番
六
ま

で

後

三
二
・
七

〜

七
・
八

一
四
七
・
七

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

メ
ー
ト
ル

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

備
考

県
道
豊
後
高

田
国
東
線

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上

前
田
七
二
三
番
三
地
先

か
ら

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上

前
田
七
〇
二
番
三
地
先

ま
で

前

Ａ

一
七
・
八

〜

六
・
五

三
八
八
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上

前
田
七
二
三
番
三
地
先

か
ら

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上

前
田
七
〇
二
番
三
地
先

ま
で

後

Ａ

一
七
・
八

〜

六
・
五

三
八
八
・
〇

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上

前
田
七
二
三
番
三
か
ら

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上

前
田
六
九
八
番
四
ま
で

Ｂ

四
三
・
三

〜
一
三
・
四

四
六
六
・
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
三
重
野
津
原
線

豊
後
大
野
市
大
野
町
中
原
字
下
ノ
田
八
四
〇
番
一

か
ら

豊
後
大
野
市
大
野
町
中
原
字
鼓
田
九
一
六
番
五
ま

で

令
六
・

六
・
二
八

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

四



県
道
緒
方
朝
地
線

豊
後
大
野
市
朝
地
町
上
尾
塚
字
場
口
二
〇
八
二
番

一
一
か
ら

豊
後
大
野
市
朝
地
町
上
尾
塚
字
場
口
二
〇
八
七
番

一
ま
で

令
六
・

六
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
〇
番
二
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
二
八
番
四
ま
で

令
六
・

六
・
二
八

県
道
宝
珠
山
日
田
線

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
一
番
三
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
仮
屋
九
三
三
番
七
ま
で

令
六
・

六
・
二
八

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
ヲ
ニ
キ
一
四
七
〇
番
三
地

内

令
六
・

六
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
豊
後
高
田
国
東
線

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上
前
田
七
二
三
番
三
か
ら

豊
後
高
田
市
一
畑
字
上
前
田
六
九
八
番
四
ま
で

令
六
・

六
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

間

指
定
す
る
期
日

一
般
国
道
二
一
二
号

中
津
市
三
光
田
口
字
西
荒
田
七
三
二
番
二
か
ら

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
跡
田
字
古
戸
二
四
一
番
三
ま
で

令
六
・

七
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

又

は

区

域

彦
之
内

津
久
見

市

津
久
見

千
怒
越

下
、
大

工
及
び

千
怒
越

次
の
一
点
か
ら
一
六
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

一
六
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
六
秒
二
〇
五
六

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
三
秒
二
四
六
五

二
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
六
秒
七
四
六
四

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
三
秒
二
九
四
四

三
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
六
秒
九
六
三
二

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
三
秒
七
五
四
〇

四
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
七
秒
六
〇
三
四

大
分
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
際
海
上
コ

ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
車
軸
の
数
及
び
軸
距
に
応
じ

て
最
大
四
十
四
ト
ン
で
あ
り
、
長
さ
の
最
高
限
度
が
十
六
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定

す
る
。令

和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
四
秒
〇
六
一
九

五
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
八
秒
六
九
八
〇

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
四
秒
三
一
四
九

六
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
九
秒
一
五
一
四

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
五
秒
二
一
五
五

七
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
九
秒
六
四
二
一

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
五
秒
九
五
四
一

八
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
七
秒
六
一
六
九

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
七
秒
二
三
九
六

九
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
六
秒
四
二
八
七

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
七
秒
八
二
三
二

一
〇
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
六
秒
三
三
一
八

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
七
秒
六
六
一
四

一
一
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
五
秒
一
一
二
〇

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
七
秒
四
四
〇
一

一
二
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
五
秒
四
六
九
四

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
六
秒
九
六
二
二

一
三
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
五
秒
五
一
三
三

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
六
秒
六
一
四
〇

一
四
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
五
秒
七
〇
六
八

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
六
秒
三
八
二
八

一
五
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
五
秒
七
二
五
〇

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
四
秒
六
四
七
二

一
六
点

北
緯
三
三
度
〇
三
分
五
五
秒
四
二
一
六

東
経
一
三
一
度
五
二
分
〇
四
秒
二
九
六
五

通

臼
杵
市

田
尻

小
平

九
〇
三
番
の
一
部
（
座
標
一
点
と
二
点
を
結
ん
だ
線
の
西
側

の
部
分
）
、
九
〇
四
番
の
一
部
（
座
標
一
点
と
八
点
を
結
ん

だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
九
〇
九
番
の
一
部
（
座
標
一
点
と

八
点
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
九
一
一
番
の
一
部
（
座

標
一
点
と
八
点
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
九
一
三
番

の
一
部
（
座
標
一
点
と
八
点
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、

九
一
四
番
の
一
部
（
座
標
一
点
と
八
点
を
結
ん
だ
線
の
南
側

の
部
分
）
、
九
一
五
番
、
九
一
六
番
一
の
一
部
（
座
標
五
点

と
六
点
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
九
二
三
番
の
一
部

（
座
標
五
点
と
六
点
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
九
二

四
番
の
一
部
（
座
標
五
点
と
六
点
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部

分
）
、
九
二
五
番
か
ら
九
二
七
番
ま
で
、
九
二
九
番
、
九
三

〇
番
、
九
三
一
番
一
の
一
部
（
座
標
二
点
と
三
点
を
結
ん
だ

線
の
西
側
の
部
分
）
、
九
三
二
番
一
の
一
部
（
座
標
二
点
と

三
点
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
九
三
二
番
二
及
び
九

三
七
番
一
の
一
部
（
座
標
一
点
と
二
点
を
結
ん
だ
線
の
西
側

の
部
分
）

一
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
七
秒
三
四
五
九

東
経
一
三
一
度
四
四
分
二
八
秒
一
一
六
二

二
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
五
秒
七
〇
二
八

東
経
一
三
一
度
四
四
分
二
九
秒
七
八
七
三

三
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
五
秒
一
二
五
三

東
経
一
三
一
度
四
四
分
三
〇
秒
〇
六
一
〇

四
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
四
秒
三
〇
九
三

東
経
一
三
一
度
四
四
分
二
八
秒
八
九
六
五

五
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
三
秒
七
八
六
七

東
経
一
三
一
度
四
四
分
二
八
秒
三
五
四
七

六
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
四
秒
一
二
一
八

東
経
一
三
一
度
四
四
分
二
六
秒
一
六
一
二

七
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
四
秒
八
一
六
五

東
経
一
三
一
度
四
四
分
二
六
秒
一
八
〇
二

八
点

北
緯
三
三
度
〇
八
分
三
五
秒
五
五
五
二

東
経
一
三
一
度
四
四
分
二
五
秒
四
九
七
四

上
久
部

佐
伯
市

池
田

大
谷

七
一
五
番
か
ら
七
一
七
番
ま
で
、
七
一
九
番
、
七
二
〇
番
一
、

七
二
〇
番
二
、
七
二
一
番
、
七
二
二
番
一
、
七
二
二
番
二
、

七
二
五
番
、
七
二
七
番
か
ら
七
三
一
番
ま
で
、
八
八
一
番
一

の
一
部
（
座
標
一
四
点
か
ら
一
六
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

の
北
側
の
部
分
）
、
八
八
一
番
六
の
一
部
（
座
標
一
六
点
と

一
七
点
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
八
八
一
番
九
か
ら

八
八
一
番
一
一
ま
で
、
八
八
一
番
一
二
の
一
部
（
座
標
六
点

か
ら
一
一
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
八

八
一
番
一
四
の
一
部
（
座
標
一
四
点
と
一
五
点
を
結
ん
だ
線

の
北
側
の
部
分
）
、
八
八
二
番
三
か
ら
八
八
二
番
八
ま
で
、

八
八
二
番
一
〇
、
八
八
二
番
一
一
の
一
部
（
座
標
二
点
か
ら

四
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
八
八
二
番

一
二
の
一
部
（
座
標
一
点
か
ら
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

の
西
側
の
部
分
）
、
八
八
二
番
一
三
の
一
部
（
座
標
四
点
か

ら
七
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
及
び
九
〇

九
番
一
の
一
部
（
座
標
一
〇
点
か
ら
一
四
点
ま
で
を
順
次
結

ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）

一
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
八
秒
四
二
六
七

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
四
六
九
四

二
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
八
秒
二
三
二
〇

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

六



東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
四
七
六
九

三
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
七
秒
七
九
〇
七

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
四
八
八
〇

四
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
七
秒
四
五
四
四

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
四
〇
五
六

五
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
六
秒
八
〇
四
一

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
四
一
二
三

六
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
六
秒
四
四
六
七

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
二
八
四
九

七
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
六
秒
〇
五
二
一

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
一
九
九
九

八
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
五
秒
五
五
二
二

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
〇
〇
四
一

九
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
五
秒
四
一
二
八

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
四
秒
九
七
七
〇

一
〇
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
四
秒
九
五
三
三

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
〇
七
〇
六

一
一
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
四
秒
二
〇
九
三

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
二
五
九
一

一
二
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
三
秒
八
五
〇
五

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
五
秒
一
五
九
〇

一
三
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
二
秒
三
四
八
九

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
四
秒
八
九
一
九

一
四
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
二
秒
一
一
七
〇

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
四
秒
六
四
六
四

一
五
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
一
秒
七
二
〇
一

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
三
秒
五
一
二
五

一
六
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
二
秒
一
八
九
一

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
三
秒
一
五
七
三

一
七
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
五
四
秒
一
三
九
七

東
経
一
三
一
度
五
三
分
〇
二
秒
〇
〇
二
七

山
方
3

豊
後
大

野
市
三

重
町

久
田

中
尾

次
の
一
点
か
ら
一
五
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

一
五
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
三
九
秒
九
六
〇
二

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
一
秒
二
一
六
一

二
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
〇
秒
五
六
四
九

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
〇
秒
九
三
一
四

三
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
一
秒
一
八
七
八

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
一
秒
二
二
五
二

四
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
一
秒
七
六
四
四

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
一
秒
九
九
七
九

五
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
二
秒
一
三
八
〇

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
二
秒
五
二
四
四

六
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
二
秒
七
一
〇
八

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
三
秒
三
五
五
〇

七
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
三
秒
四
八
八
七

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
四
秒
六
三
五
五

八
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
一
秒
五
一
六
〇

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
五
秒
〇
〇
二
九

九
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
〇
秒
四
四
〇
九

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
四
秒
四
九
八
〇

一
〇
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
〇
秒
二
三
八
五

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
三
秒
二
二
一
七

一
一
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
〇
秒
〇
七
二
〇

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
二
秒
一
六
〇
〇

一
二
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
〇
秒
〇
五
八
〇

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
二
秒
〇
六
九
九

一
三
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
四
〇
秒
〇
二
九
一

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
一
秒
八
七
六
八

一
四
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
三
九
秒
九
七
〇
八

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
一
秒
四
二
四
七

一
五
点

北
緯
三
二
度
五
八
分
三
九
秒
九
六
四
二

東
経
一
三
一
度
三
二
分
五
一
秒
三
六
四
五

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

〇
公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

大
分
都
市
計
画
地
区
計
画

明
野
中
心
部
地
区
地
区
計
画
（
大
分
市
決
定
）

二

縦
覧
場
所

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

七



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
追
記
装
置
等

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

大
分
市
大
字
松
岡
六
千
六
百
八
十
七
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
五
月
二
十
三
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
九
州
支
店

九
州
支
店
長

齋

藤

義

弘

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
一
丁
目
十
番
二
十
号

五

落
札
金
額

百
十
七
万
四
千
六
百
九
十
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
四
月
九
日

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

八


